
事業番号 - - -

（ ）

現状・課題
（5行程度以内）

翌年度へ繰越し（D) - - - -

49

-

-

補助率等

事業概要
（5行程度以内）

　大規模災害（激甚災害（本激）に指定され、尚且つ甚大な被害をもたらした災害）で被災し、経済的に就学が困難な児童生徒等の就学機会を確保するため、小中学生に対する学
用品費等の援助、高校生に対する奨学金、特別支援学校等に在籍する児童生徒等への就学奨励、私立学校及び専修学校・各種学校の授業料等減免などを行う都道府県に対
し、事業に要する経費の一部を交付する。（交付対象事業は、大規模災害発災後の支援初年度から3年以内、かつ支援初年度の翌年度以降は都道府県ごとの交付対象経費が
1,000万円以上となる場合に限る）

実施方法 交付

予算額・
執行額

（単位:百万円）
（インプット）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

執行額(G) 366 7 -

計(F)
=（A)+（B)+（C)+（D)+（E)

910.6 172.3 57.3 49 49

予備費等（E) - - - -

予算の
状況

前年度から繰越し（C)

当初予算（A) 910.6 172.3 57.3 49 49

- - -

交付金として一部（2/3）を支援する

平成28年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし 担当課室

- -

補正予算（B) - - -

-

-

2023 文科 22 0120

文部科学省

政策 2　確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり

事業の目的
（5行程度以内）

　大規模災害により経済的理由から就学が困難となった世帯の児童生徒等に、就学支援等を実施し、もって教育機会の確保に資することを目的とする。

修学支援・教材課
高校修学支援室長
林　正敏

会計区分 一般会計

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

・教育基本法第４条第３項
・学校教育法第１９条
・就学困難な児童及び生徒にかかる就学奨励についての国の援助に関する法律
・学校給食法
・学校保健安全法
・特別支援学校への就学奨励に関する法律

関係する
計画、通知等

教育振興基本計画（平成30年6月15日閣議決定）

事業名 被災児童生徒就学支援等事業 担当部局庁 初等中等教育局 作成責任者

事業開始年度

施策 2-6 教育機会の確保のための支援づくり

政策体系・評価書URL

主要経費 教育振興助成費

令和5年度行政事業レビューシート

https://www.mext.go.jp/content/20221215-mxt_kanseisk01-000026547-
12.pdf

事業概要URL
-

(項)
令和5・6年度

予算内訳
（単位：百万円）

歳出予算項・目 令和5年度当初予算

計（A) 49

49

執行率（％）
=(G)/(F)

40% 4%

初等中等教育振興費

当初予算＋補正予算に対する執行額
の割合（％）

=(G)/｛(A)+(B)｝
40%

主な増減理由（・要望額・予備費）

4%

令和6年度要求

　

　

　

(目) 被災児童生徒就学支援等事業交付金

その他

49

本事業の交付対象は、大規模災害発災後の支援初年度から3年以内としており、また、直近で対象となった大規模災害は令和2年7月豪雨（熊本県等）であるため、令和5年5月時
点では令和5年度における補助対象事業はない。

令和6年度要求

-

-

-



アクティビティ①についてアウトカムが複数設定できない理由

義務教育は継続的に実施されなければならないものであり、保護者の就学させる義務も学齢である子供がいる限り常に課せられるものであり、市町村が行う就学援助も中学校卒業まで毎年度継続的
に実施されるものである。一方で、中学校卒業者も学年進行により毎年度発生する。
よってアウトカム（中学校卒業者の進学状況）は毎年度測定されるものであり、かつアクティビティの最終目標である義務教育の遂行でもあるため、単一のアウトカム設定となっている。
なお、目標最終年度は次期教育振興基本計画の計画期間としている。また、今後新たに対象となる災害が発生した場合は当該箇所の中学校卒業者の進学状況を加味する必要がある。

- -

成果実績

-

本事業の対象となる支援施策のうち、小中学生に対する就学援助は円滑な義務教育の遂行のための制度であり学齢児童生徒の義務教育を受ける権利を保障す
るという重要性から、就学援助制度の成果を目標とする。また、就学援助により、保護者に課された子供に義務教育を受けさせる義務が果たされることにより、児
童生徒は義務教育を修了することができる。
よって義務教育修了後の状況である、中学校卒業後の進学率を成果目標として設定したものである。

-

99.9％

アウトカム設定について
の説明

令和3年度 令和4年度
5年度

活動見込
6年度

活動見込

2,976

100.1

10 年度

直近の対象となる災害である令和2年7
月豪雨で被害の大きかった熊本県にお
ける中学校等卒業者のうち進学した者
の割合を災害前の水準（令和元年度の
割合）まで引き上げる

熊本県における中学校等卒
業者のうち進学した者の割合
（目標値：令和元年度の割合）

達成度

単位 令和2年度

100

目標最終年度

↓

活動内容①
（アクティビティ）

大規模災害により就学が困難となった
世帯への補助

当該交付金の事業対象者数
活動実績 人 216

活動目標及び活動実績
①

（アウトプット）
当初見込み 人 -

活動目標 活動指標

-

大規模災害により経済的理由から就学が困難となった世帯の児童生徒等へ就学支援等を実施する都道府県に対し、国が必要な経費の一部を交付する。（令和4
年度は大規模災害発災後の支援初年度から3年以内、かつ支援初年度の翌年度以降は都道府県ごとの交付対象経費が1,000万円以上となる事業の交付申請が
なかったため、活動実績はナシ）

成果目標及び成果実績
①-3

（長期アウトカム）

成果目標 定量的な成果指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに

関する成果実績

学校基本調査

成果目標①-1の
設定理由

（アウトプット
からのつながり）↓

99.5

-

アクティビティ①について定性的なアウトカムを設定している理由

-

％ 99.5 99.6 99.4

目標値 ％ 99.5 99.5 99.5



-

目標年度における効果測定に関する評価（令和11年度実施)

-
点検結果

・大規模災害により経済的理由から就学が困難となった世帯の児童生徒等に、都道府県が行う就学支援等に要
する経費を交付し、もって教育機会の確保を図るための事業であり、災害発生時にも必要な支援が行われるよう
にするため、国が交付を実施していく必要がある。
・令和4年度は、本交付金の交付対象となる事業がなかったが、これは対象となる災害が令和2年7月豪雨のみで
あり、また、交付対象となる事業規模（1,000万円以上）を満たす事業計画が都道府県においてなかったためであ
り、国としては対象となる事業計画の有無を都道府県に照会するなど必要な措置を執っている。
・成果実績はほぼ目標値を達成している。
・令和4年度は交付対象となる事業がなかったが、令和5年度予算は過去の執行実績等を踏まえつつ、大規模災
害の発生時における支援に必要な予算を要求する観点から、所要の額を計上している。
・本事業は、災害によって経済的に就学が困難な児童生徒等に対して、経済的な負担を軽減するための事業に
係る都道府県の財政負担を軽減するもので、必要な支援を速やかに行えるようにすること、また大規模災害がい
つ発生するかは予測できず、災害発生には常に備えておくべきことから、引き続き国が行うべき事業である。

-

-

この事業は、現行において特段の見直す内容は認められず、現在の事業を引き続き維持すべきである。アウトカムが複数段階設定できないとしているものについ
て、事業効果を適切に測るために複数設定できないか、引き続き検討されたい。

外部有識者の所見

外部有識者による点検対象外

0109

2021 文科

上記への対応状況

-

上記への対応状況

-

過去に受けた指摘事項
と対応状況

0106

-

-

令和2年度 文部科学省 0104

0110

令和4年度 2022 文科 21

大規模災害によって被災した児童生徒等が安心して学ぶことができる環境を確保するため、必要な経費を確保するとともに、対象となる大規模災害の発生時には
被災自治体と連携して迅速かつ適切な経費の執行に努める。

-

関連する過去のレビューシートの事業番号

20

令和元年度

平成28年度 新29-0013

平成29年度 111

令和3年度

平成27年度

文部科学省

行政事業レビュー推進チームの所見に至る過程及び所見

平成24年度 -

平成25年度 -

公開プロセス・秋の年次公開検証（秋のレビュー）における取りまとめ

その他の指摘事項

現状通り

現状通り

-

平成30年度 112

平成23年度 -

事業に関連する
ＫＰＩが定められて
いる閣議決定等

名称

URL

該当箇所

平成26年度 -

備考

改善の
方向性

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

事業所管部局による点検・改善

-



　費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙2】に記載 チェック

資金の流れ
（資金の受け取り先が
何を行っているかにつ

いて補足する）
（単位：百万円）

文  部  科  学  省
０百万円

A．該当都道府県
０百万円

【補助】

※被災児童生徒就学支援等事業交付金の支出

※令和４年度において、本事業の対象となる災害が令和2年7月豪雨のみで

あり、また、交付対象となる事業規模（1,000万円以上）を満たす事業計画が

都道府県からなかったため、執行額は０となっているが、国としては対象とな

※費目と使途の項目は、省略する。


	行政事業レビューシート

